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【Ⅱ－２ 生活に配慮した医療の推進など地域包括ケアシステムの深化・推進のための取

組－⑤】 

⑤ リハビリテーションに係る 

医療・介護情報連携の推進 
 

第１ 基本的な考え方 
 

医療機関と介護保険の訪問・通所リハビリテーション事業所のリハビ
リテーションに係る連携を更に推進する観点から、疾患別リハビリテー
ション料について要件を見直す。 

 
第２ 具体的な内容 
 

１．保険医療機関において、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用
症候群リハビリテーション料若しくは運動器リハビリテーション料を
算定する患者が、介護保険の通所リハビリテーション事業所等による
サービス利用へ移行する場合、又は疾患別リハビリテーション料を算
定する患者が他の保険医療機関等によるリハビリテーションの提供に
移行する場合、移行先の事業所又は保険医療機関等に対しリハビリテ
ーション実施計画書を提供することとする。 

 
２．リハビリテーション計画提供料を廃止する。 

 

改 定 案 現   行 

【心大血管疾患リハビリテーション

料、脳血管疾患等リハビリテーシ

ョン料、廃用症候群リハビリテー

ション料、運動器リハビリテーシ

ョン料及び呼吸器リハビリテーシ

ョン料】 

［施設基準］ 

(2) 心大血管疾患リハビリテーショ

ン料、脳血管疾患等リハビリテー

ション料、廃用症候群リハビリテ

ーション料、運動器リハビリテー

ション料及び呼吸器リハビリテー

ション料の施設基準 

イ～ニ （略） 

ホ 脳血管疾患等リハビリテーシ

【心大血管疾患リハビリテーション

料、脳血管疾患等リハビリテーシ

ョン料、廃用症候群リハビリテー

ション料、運動器リハビリテーシ

ョン料及び呼吸器リハビリテーシ

ョン料】 

［施設基準］ 

(2) 心大血管疾患リハビリテーショ

ン料、脳血管疾患等リハビリテー

ション料、廃用症候群リハビリテ

ーション料、運動器リハビリテー

ション料及び呼吸器リハビリテー

ション料の施設基準 

イ～ニ （略） 

（新設） 
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ョン料、廃用症候群リハビリテ

ーション料及び運動器リハビリ

テーション料を行う保険医療機

関においては、指定通所リハビ

リテーション事業所、指定訪問

リハビリテーション事業所等と

のリハビリテーションに係る連

携を行うにつき必要な体制が整

備されていること。 

へ 他の保険医療機関とのリハビ

リテーションに係る連携を行う

につき必要な体制が整備されて

いること。 

 

【心大血管疾患リハビリテーション

料】 

［算定要件］ 

(13) 心大血管疾患リハビリテーショ

ンを実施した患者であって、転医

や転院に伴い他の保険医療機関で

リハビリテーションが継続される

予定であるものについて、当該患

者の同意が得られた場合、３月以

内に作成したリハビリテーション

実施計画又はリハビリテーション

総合実施計画書等を当該他の保険

医療機関に対して、文書により提

供すること。なお、当該患者が、

直近３月以内に目標設定等支援・

管理料を算定している場合には、

目標設定等支援・管理シートも併

せて提供すること。 

 

［施設基準］ 

１ 心大血管疾患リハビリテーショ

ン料（Ⅰ）に関する施設基準 

(10) 心大血管疾患リハビリテーショ

ンを実施した患者であって、他の

保険医療機関でリハビリテーショ

ンが継続される予定であるものに

ついて、当該患者の同意を得た上

で、当該他の保険医療機関に対し

て、リハビリテーション実施計画

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

【心大血管疾患リハビリテーション

料】 

［算定要件］ 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［施設基準］ 

１ 心大血管疾患リハビリテーショ

ン料（Ⅰ）に関する施設基準 

（新設） 
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又はリハビリテーション総合実施

計画書等を文書により提供できる

体制を整備していること。 

 
【脳血管疾患等リハビリテーション

料】 

［算定要件］ 

(17) 要介護認定を申請中の者又は介

護保険法第62条に規定する要介護

被保険者等であって、介護保険に

よるリハビリテーションへの移行

を予定しているものについて、当

該患者の同意が得られた場合に、

利用を予定している指定通所リハ

ビリテーション事業所等に対し

て、３月以内に作成したリハビリ

テーション実施計画又はリハビリ

テーション総合実施計画書等を文

書により提供すること。利用を予

定している指定通所リハビリテー

ション事業所等とは、当該患者、

患者の家族等又は当該患者のケア

マネジメントを担当する居宅介護

支援専門員を通じ、当該患者の利

用について検討する意向が確認で

きた指定通所リハビリテーション

事業所等をいう。なお、当該患者

が、直近３月以内に目標設定等支

援・管理料を算定している場合に

は、目標設定等支援・管理シート

も併せて提供すること。 

(18) 脳血管疾患等リハビリテーショ

ンを実施した患者であって、転医

や転院に伴い他の保険医療機関で

リハビリテーションが継続される

予定であるものについて、当該患

者の同意が得られた場合、当該他

の保険医療機関に対して、３月以

内に作成したリハビリテーション

実施計画又はリハビリテーション

総合実施計画書等を文書により提

供すること。なお、当該患者が、

直近３月以内に目標設定等支援・

 

 

 

 

【脳血管疾患等リハビリテーション

料】 

［算定要件］ 

（新設） 
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管理料を算定している場合には、

目標設定等支援・管理シートも併

せて提供すること。 

 

※  廃用症候群リハビリテーション

料、運動器リハビリテーション料

及び呼吸器リハビリテーション料

についても同様。 

 

［施設基準］ 

１ 脳血管疾患等リハビリテーショ

ン料（Ⅰ）に関する施設基準 

(10) 要介護認定を申請中の者又は介

護保険法第62条に規定する要介護

被保険者等であって、介護保険に

よるリハビリテーションへの移行

を予定しているものについて、当

該患者の同意を得た上で、利用を

予定している指定通所リハビリテ

ーション事業所、指定訪問リハビ

リテーション事業所、指定介護予

防通所リハビリテーション事業所

又は指定介護予防訪問リハビリテ

ーション事業所（以下「指定通所

リハビリテーション事業所等」と

いう。）に対して、リハビリテー

ション実施計画又はリハビリテー

ション総合実施計画書等を文書に

より提供できる体制を整備してい

ること。 

(11) 脳血管疾患等リハビリテーショ

ンを実施した患者であって、他の

保険医療機関でリハビリテーショ

ンが継続される予定であるものに

ついて、当該他の医療機関に対し

て、当該患者の同意を得た上で、

リハビリテーション実施計画又は

リハビリテーション総合実施計画

書等を文書により提供できる体制

を整備していること。 

 

※ 心大血管疾患リハビリテーショ

ン料（Ⅱ）及び（Ⅲ）、脳血管疾

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［施設基準］ 

１ 脳血管疾患等リハビリテーショ

ン料（Ⅰ）に関する施設基準 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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患等リハビリテーション料（Ⅱ）

及び（Ⅲ）、廃用症候群リハビリ

テーション料、運動器リハビリテ

ーション料及び呼吸器リハビリテ

ーション料についても同様。 

 

 

【リハビリテーション計画提供料】 

（削除） 

 

 

 

 

【リハビリテーション総合計画評価

料】 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【リハビリテーション計画提供料】 

１ リハビリテーション計画提供料

１            275点 

２ リハビリテーション計画提供料

２            100点 

 

【リハビリテーション総合計画評価

料】 

注４ 区分番号Ｈ００３―３に掲げ

るリハビリテーション計画提供

料の２を算定した患者（区分番

号Ｈ００１に掲げる脳血管疾患

等リハビリテーション料の注２

及び注３に規定する加算、区分

番号Ｈ００１―２に掲げる廃用

症候群リハビリテーション料の

注２及び注３に規定する加算又

は区分番号Ｈ００２に掲げる運

動器リハビリテーション料の注

２及び注３に規定する加算を算

定している入院中の患者以外の

患者（他の保険医療機関を退院

したものに限る。）に限る。）

である場合には算定できない。 

 

 




